
 

香川県ＩＣＴ活用工事支援連絡協議会  設置規約  

 

 

（名称） 

第１条  本協議会の名称は、「香川県ＩＣＴ活用工事支援連絡協議会（以下、 ｢協議会」という」 

 と称する。 

 
 
（目的） 

第２条  本協議会は、ＩＣＴ活用工事の課題を抽出し、 対応策の検討や事業効果を検証するととも 

 に、受発注者を支援することによって、香川県におけるＩＣＴ活用工事の普及を促進し、建設現場 

 における生産性向上を図ることを目的とする。 
 
 
（検討内容） 

第３条  協議会は、 次の事項について検討等を行う。 

（１） ＩＣＴ活用工事の実施における効果や課題の整理 

（２） 課題への対応策の検討 

（３） 先進的取組の情報共有 

（４） 普及啓発に関する事項 

（５） その他、ＩＣＴ活用工事に関し、受発注者の支援に関する事項 
 
 
（組織） 

第４条  協議会は、別表１のとおり国、香川県及び関連する業界団体で構成する。 
 
 
（会長） 

第５条  協議会には、会長を置く。 

２ 会長は、 香川県土木部技術企画課長とする。 
 
 
（開催） 

第６条  協議会は、 会長が召集し運営する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、協議会メンバー以外の者をオブザーバーとして会議への出 

 席を要請し、 意見又は説明を求めることができる。 
 
 
（事務局） 

第７条  協議会の事務は、 香川県土木部技術企画課において処理する。 
 
 
（その他） 

第８条   この規約に定めるもののほか、 協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。 
 
 
（附則） 
この規約は、 令和２年１月２９日から施行する。 

 



 

別表１ 

香川県ＩＣＴ活用工事支援連絡協議会  

 

国土交通省 

総合政策局公共事業企画調整課 

国土技術政策総合研究所社会資本マネジメント研究センター社会資本施工高度化研究室 

四国地方整備局企画部技術管理課 

四国地方整備局企画部施工企画課 

県 

土木部技術企画課 

土木部各課 

各土木（小豆総合）事務所 

各業界団体 

関係者 

一般社団法人 香川県建設業協会 

一般社団法人 香川県測量設計業協会 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会四国支部 

一般社団法人 日本建設機械施工協会四国支部 

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会四国支部 

公益財団法人 香川県建設技術センター 

モデル工事等受注者 

モデル工事支援業務受注者 

オブザーバー 協議会メンバーから推薦があり会長が必要と認めたもの 

事務局 香川県土木部技術企画課 

 

 

 


